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告   示 

奈良市告示第 291号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年5月17日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年5月17日 

3 移動対象区域 

 近鉄大和西大寺駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年5月17日掲示済） 

 

奈良市告示第 292号 

 令和 3年 5月 14日付けで専決処分した次に掲げる予算の要領を地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 219条第

2項の規定により別紙のとおり公表する。 

 令和 3年5月17日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 令和3年度奈良市一般会計補正予算（第 3号） 
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（令和 3年5月17日掲示済） 

 

奈良市告示第 293号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第50条の2の規定により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出があっ

たので、同法第 55条の3の規定により次のとおり告示する。 

 令和 3年5月17日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日 

白井内科医院 奈良県奈良市六条二丁目 10-20 
令和3年 

3月31日 

オレンジ薬局 朱雀店 奈良県奈良市朱雀六丁目 20-2 
令和3年 

4月10日 

（令和 3年5月17日掲示済） 

 

奈良市告示第 294号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 18条第 1項の規定に基づき農用地利用集積計画を定めたの

で、同法第 19条の規定に基づき公告する。 

 令和 3年5月19日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 3年5月19日掲示済） 

 

奈良市告示第 295号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年5月20日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年5月20日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年5月20日掲示済） 



令和 3年 6月 16日 

（水曜日） 奈 良 市 公 報 第 50号 

－ 7 － 

 

奈良市告示第 296号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 101条第 1項及び第 7項の規定により、令和 3年 5月 31日奈良市議事堂

に奈良市議会定例会を招集する。 

 令和 3年5月24日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 3年5月24日掲示済） 

 

奈良市告示第 297号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年5月24日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年5月24日 

3 移動対象区域 

 近鉄大和西大寺駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年5月24日掲示済） 

 

奈良市告示第 299号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年5月27日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年5月27日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 



令和 3年 6月 16日 

（水曜日） 奈 良 市 公 報 第 50号 

－ 8 － 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年5月27日掲示済） 

 

奈良市告示第 300号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第54条の2第1項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次

のとおり指定したので、同法第 55条の3の規定により告示する。 

 令和 3年5月27日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

指定介護機関 

施設又は実施する事業の種類 指定年月日 
名称 所在地 

開設者 

名称 主たる事務所の所在地 

リールナースステー

ション奈良 

奈良県奈良市宝来四丁目 4番 12

号 居宅 訪問看護 

介護予防 訪問看護 
令和3年5月1日 

株式会社リールステ

ージ 

奈良県奈良市大宮町五丁目 3-14 

不動ビル 4階406号 

介護相談センター福

丸 

奈良県奈良市朱雀六丁目 1-14 

コンフォート朱雀Ⅱ3-Ａ 

居宅 福祉用具貸与 

居宅 特定福祉用具販売 

介護予防 福祉用具貸与 

介護予防 特定福祉用具販売 

令和3年5月1日 

株式会社福丸 
京都府木津川市木津殿城90番地

6 

リハビリデイサービ

スルピナス朱雀 

奈良県奈良市朱雀一丁目 8 番 5

号 居宅 通所介護 

通所型サービス（独自） 
令和3年5月1日 

株式会社ルピナス 
大阪府泉南郡熊取町小谷北一丁

目18番32号 

陽気 
奈良県奈良市芝 町三丁目 5 番

6号 居宅 訪問介護 令和3年5月1日 

株式会社 SK岡本 奈良県大和郡山市大宮町 3-3 

（令和 3年5月27日掲示済） 

 

奈良市告示第 301号 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 2 第 11 項の規定により夢ヶ丘・星ヶ丘自治会から告示

した事項の変更の届出がありましたので、同条第 10項の規定により次のとおり告示します。 

令和 3年 5月 31日 

奈良市長 仲 川 元 庸  
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1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

藤戸 重夫 

奈良市針ヶ別所町 200番地の 53 

宮村 泰三 

奈良市針ヶ別所町 200番地の 65 

2 変更の年月日 

 令和 3年 4月 18日 

（令和 3年5月31日掲示済） 

 

奈良市告示第 302号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により二名城ヶ丘自治会から告示した事項の変

更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 3年5月31日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

令和 3年 4月 11日 

（令和 3年5月31日掲示済） 

 

奈良市告示第 303号 

 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第 1項第 5号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、

建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第 40号）第10条の規定により公告する。 

令和3年5月31日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

申請者住所 大阪府東大阪市菱屋西 6丁目9番45号 

申請者氏名 モラル有限会社 代表取締役 藤本 弘美 

道路の位置 奈良市法華寺町 362番の一部 

道路の幅員 最大 4.00ｍ 最小4.00ｍ 

道路の延長 26.49ｍ 

指定年月日 令和 3年5月31日 

指 定 番 号 第R0209号 

（令和 3年5月31日掲示済） 

 

奈良市告示第 304号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定によりこぶしが丘自治会から告示した事項の変

更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 3年5月31日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 3年 4月 1日 

（令和 3年5月31日掲示済） 

 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

八井 克之 

奈良市二名四丁目1193番地の138 

小森 克己 

奈良市二名四丁目 1193番地の124 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

久保 光央 

奈良市都 こぶしが丘3535番地の 31 

國米 眞吾 

奈良市都 こぶしが丘 3535番地の62 
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奈良市告示第 305号 

 奈良市観光案内所規則（平成 21年奈良市規則第60号）第5条ただし書の規定により、次のとおり観光案内所を臨

時に休館する。 

 令和 3年5月31日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 休館日 

（令和 3年5月31日掲示済） 

 

奈良市告示第 306号 

 奈良市柳生の里観光施設条例（昭和 61年奈良市条例第 8号）第 2条の 3第 2項の規定により、次のとおり旧柳生

藩家老屋敷及び柳生観光駐車場を臨時に休場する。 

 令和 3年5月31日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 休場日 

（令和 3年5月31日掲示済） 

 

奈良市告示第 307号 

 奈良市針テラス情報館条例（平成 17年奈良市条例第 41号。以下「条例」という。）第 4条の 3第 2項の規定によ

り、次のとおり奈良市針テラス情報館を臨時に休館する。 

 令和 3年5月31日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 休館日 

（令和 3年5月31日掲示済） 

 

選 挙 管 理 委 員 会 

奈良市選挙管理委員会告示第 6号 

 令和 3年 7月 11日執行予定の奈良市長選挙及び奈良市議会議員選挙における選挙人名簿への被登録資格の決定の

基準となる日及び登録を行う日は次のとおりです。 

令和 3年5月18日 

奈良市選挙管理委員会 

委員長 西久保 武 志  

1 被登録資格の決定の基準となる日 令和3年7月3日 

ただし、年齢については、    令和3年7月12日 

2 登録を行う日          令和3年7月3日 

（令和 3年5月18日掲示済） 

施設名 休館日 

奈良市総合観光案内所 

令和3年6月1日から令和3年6月20日まで 
奈良市近鉄奈良駅観光案内所 

奈良市観光センター 

奈良市奈良町南観光案内所 

施設名 休場日 

旧柳生藩家老屋敷 

柳生観光駐車場 
令和3年6月1日から令和3年6月20日まで 

施設名 休館日 

奈良市針テラス情報館 

（条例第 3条第1号に掲げる事業に限る。） 
令和3年6月1日から令和3年6月20日まで 


